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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 3月 26日 (2007.3.26)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】

【 請 求 項 ２ 】
　 車 両 の 旋 回 状 態 に お け る オ ー バ ー ス テ ア 状 態 の 程 度 を 表 す 値 を 取 得 す る オ ー バ ー ス テ ア
度 合 取 得 手 段 と 、
　 前 記 オ ー バ ー ス テ ア 状 態 の 程 度 を 表 す 値 が し き い 値 を 超 え た と き 、 前 記 車 両 の ヨ ー イ ン
グ の 方 向 と 反 対 方 向 の ヨ ー イ ン グ モ ー メ ン ト を 同 車 両 に 発 生 さ せ る た め の 制 動 力 を 同 車 両
の 少 な く と も 一 つ の 所 定 の 車 輪 に 付 与 す る 車 両 安 定 化 制 御 を 実 行 す る 安 定 化 制 御 実 行 手 段
と 、
　 を 備 え た 車 両 の 運 動 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 車 両 の ス ピ ン 傾 向 を 誘 発 さ せ る 運 転 者 に よ る 特 定 操 作 が 行 わ れ た か 否 か を 判 定 す る
特 定 操 作 判 定 手 段 と 、
　 前 記 車 両 の ス ピ ン 傾 向 を 表 す 特 定 挙 動 が 同 車 両 に 発 生 し た か 否 か を 判 定 す る 特 定 挙 動 判
定 手 段 と 、
　 前 記 運 転 者 に よ る 特 定 操 作 が 行 わ れ た と 判 定 さ れ た 後 に 続 け て 前 記 車 両 に 前 記 特 定 挙 動
が 発 生 し た と 判 定 さ れ た と き 、 前 記 車 両 が 前 記 ス ピ ン 傾 向 に あ る と 判 定 す る ス ピ ン 傾 向 判
定 手 段 と 、

　 車 両 の 運 転 者 に よ る 操 舵 操 作 の 挙 動 と 前 記 車 両 の ヨ ー レ イ ト の 挙 動 と が 乖 離 し て い る 状
態 に よ り 表 さ れ る 特 定 挙 動 を 検 出 す る こ と で 前 記 車 両 の ス ピ ン 傾 向 が 同 車 両 に 発 生 し た か
否 か を 判 定 す る 特 定 挙 動 判 定 手 段 と 、
　 前 記 車 両 が ス ピ ン 傾 向 に あ る と 判 定 さ れ た と き 、 前 記 車 両 の ヨ ー イ ン グ の 方 向 と 反 対 方
向 の ヨ ー イ ン グ モ ー メ ン ト を 同 車 両 に 発 生 さ せ る た め の 制 動 力 を 同 車 両 の 少 な く と も 一 つ
の 所 定 の 車 輪 に 付 与 す る 車 両 安 定 化 制 御 を 実 行 す る 安 定 化 制 御 実 行 手 段 と 、
　 を 備 え た 車 両 の 運 動 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 特 定 挙 動 判 定 手 段 は 、
　 前 記 車 両 の ス ピ ン 傾 向 を 誘 発 さ せ る 前 記 運 転 者 に よ る 特 定 操 作 が 行 わ れ た か 否 か を 判 定
す る 特 定 操 作 判 定 手 段 と 、
　 前 記 特 定 操 作 が 行 わ れ た と 判 定 さ れ た 後 に 続 け て 前 記 車 両 に 前 記 ス ピ ン 傾 向 が 発 生 し た
と 判 定 さ れ た と き 、 前 記 車 両 が 前 記 ス ピ ン 傾 向 に あ る と 判 定 す る ス ピ ン 傾 向 判 定 手 段 と 、
　 を 備 え た 車 両 の 運 動 制 御 装 置 。



　 前 記 し
き い 値 を 小 さ く す る し き い 値 低 減 手 段 と 、
　 を 備 え た 車 両 の 運 動 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 最 後 に 、 安 定 化 制 御 実 行 手 段 は 、 前 記 車 両 が ス ピ ン 傾 向 に あ る と 判 定 さ れ た と き 、 前 記
車 両 の ヨ ー イ ン グ 方 向 と 反 対 方 向 の ヨ ー イ ン グ モ ー メ ン ト を 同 車 両 に 発 生 さ せ る た め の 制
動 力 を 同 車 両 の 少 な く と も 一 つ の 所 定 の 車 輪 に 付 与 す る 車 両 安 定 化 制 御 を 実 行 す る 手 段 で
あ る 。 こ れ に よ れ ば 、 ス ピ ン 傾 向 判 定 手 段 に よ り 車 両 が ス ピ ン 傾 向 に あ る と 判 定 さ れ た と
き 、 車 両 安 定 化 制 御 （ オ ー バ ー ス テ ア 抑 制 制 御 ） が 直 ち に 開 始 ・ 実 行 さ れ 得 る 。 従 っ て 、
上 述 し た よ う な 比 較 的 緩 や か な ス ピ ン 傾 向 が 発 生 し た と き 、 車 両 安 定 化 制 御 が 早 期 に 開 始
さ れ 得 る 。
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前 記 特 定 挙 動 の 継 続 時 間 に 基 づ い て 得 ら れ る 前 記 ス ピ ン 傾 向 の 程 度 が 大 き い ほ ど

　 請 求 項 ２ に 記 載 の 車 両 の 運 動 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 車 両 の 車 体 の ス リ ッ プ 角 を 取 得 す る 車 体 ス リ ッ プ 角 取 得 手 段 を 備 え 、
　 前 記 安 定 化 制 御 実 行 手 段 は 、
　 前 記 車 両 が ス ピ ン 傾 向 に あ る と 判 定 さ れ て い る 場 合 、 前 記 オ ー バ ー ス テ ア 状 態 の 程 度 を
表 す 値 が 前 記 し き い 値 低 減 手 段 に よ り 小 さ く さ れ た 前 記 し き い 値 よ り も 所 定 の 程 度 だ け 小
さ い 値 を 超 え た 時 点 で 前 記 車 体 ス リ ッ プ 角 取 得 手 段 に よ り 前 記 車 体 ス リ ッ プ 角 と し て 取 得
さ れ た 基 準 車 体 ス リ ッ プ 角 に 対 し て 前 記 車 体 ス リ ッ プ 角 取 得 手 段 に よ り 取 得 さ れ た 前 記 車
体 ス リ ッ プ 角 が 所 定 量 だ け 増 加 し た と き 、 前 記 車 両 安 定 化 制 御 を 開 始 ・ 実 行 す る よ う に 構
成 さ れ た 車 両 の 運 動 制 御 装 置 。

　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ３ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 車 両 の 運 動 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 特 定 操 作 判 定 手 段 は 、
　 前 記 運 転 者 に よ る 旋 回 方 向 へ の 過 大 な 操 舵 操 作 に よ り 前 記 車 両 の 旋 回 状 態 が ア ン ダ ー ス
テ ア 状 態 と な っ た と き 前 記 特 定 操 作 が 行 わ れ た と 判 定 す る よ う に 構 成 さ れ た 車 両 の 運 動 制
御 装 置 。

　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ４ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 車 両 の 運 動 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 特 定 操 作 判 定 手 段 は 、
　 前 記 車 両 の 車 体 前 側 の 車 輪 に 加 え ら れ る 荷 重 を 増 大 せ し め る 荷 重 移 動 操 作 が 前 記 運 転 者
に よ り 行 わ れ た と き 前 記 特 定 操 作 が 行 わ れ た と 判 定 す る よ う に 構 成 さ れ た 車 両 の 運 動 制 御
装 置 。

　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ５ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 車 両 の 運 動 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 特 定 挙 動 判 定 手 段 は 、
　 前 記 運 転 者 に よ る 操 舵 操 作 に よ り 前 記 車 両 の 操 舵 輪 の 転 舵 角 が 小 さ く な る と と も に 同 車
両 の ヨ ー レ イ ト が 略 一 定 に 維 持 さ れ て い る 状 態 を 検 出 し た と き 、 或 い は 、 同 運 転 者 に よ る
操 舵 操 作 に よ り 同 操 舵 輪 の 転 舵 角 が 略 一 定 に 維 持 さ れ て い る と と も に 同 車 両 の ヨ ー レ イ ト
が 増 加 し て い る 状 態 を 検 出 し た と き 、 前 記 特 定 挙 動 が 同 車 両 に 発 生 し た と 判 定 す る よ う に
構 成 さ れ た 車 両 の 運 動 制 御 装 置 。

　 ま た 、 上 記 本 発 明 に 係 る 車 両 の 運 動 制 御 装 置 は 、 以 下 の よ う に 構 成 し て も 同 様 の 作 用 ・
効 果 を 奏 す る 。 即 ち 、 上 記 本 発 明 に 係 る 車 両 の 運 動 制 御 装 置 は 、 車 両 の 運 転 者 に よ る 操 舵
操 作 の 挙 動 と 前 記 車 両 の ヨ ー レ イ ト の 挙 動 と が 乖 離 し て い る 状 態 に よ り 表 さ れ る 特 定 挙 動
を 検 出 す る こ と で 前 記 車 両 の ス ピ ン 傾 向 が 同 車 両 に 発 生 し た か 否 か を 判 定 す る 特 定 挙 動 判



【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 前 記 し き い 値 低 減 手 段 は 、 前 記 特 定 挙 動 に よ り 表 さ れ る 前 記 車 両 の ス ピ ン 傾 向
の 程 度 に 応 じ て 前 記 し き い 値 を 小 さ く す る 程 度 を 変 更 す る よ う に 構 成 さ れ る

【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 こ の 場 合 、 よ り 好 ま し く は 、 前 記 安 定 化 制 御 実 行 手 段 は 、 前 記 車 両 が ス ピ ン 傾 向 に あ る
と 判 定 さ れ て い る 場 合 、 前 記 オ ー バ ー ス テ ア 状 態 の 程 度 を 表 す 値 が 前 記 し き い 値 低 減 手 段
に よ り 小 さ く さ れ た 前 記 し き い 値 よ り も 所 定 の 程 度 だ け 小 さ い 値 （ 例 え ば 、 前 記 し き い 値
の 半 分 の 値 ） を 超 え た 時 点 車 体 ス リ ッ プ 角 に 対 し て 同 車 体 ス
リ ッ プ 角 が 所 定 量 だ け 増 加 し た と き 、 前 記 車 両 安 定 化 制 御 を 開 始 ・ 実 行 す る よ う に 構 成 さ
れ る と よ い 。
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定 手 段 と 、 前 記 車 両 が ス ピ ン 傾 向 に あ る と 判 定 さ れ た と き 、 前 記 車 両 の ヨ ー イ ン グ の 方 向
と 反 対 方 向 の ヨ ー イ ン グ モ ー メ ン ト を 同 車 両 に 発 生 さ せ る た め の 制 動 力 を 同 車 両 の 少 な く
と も 一 つ の 所 定 の 車 輪 に 付 与 す る 車 両 安 定 化 制 御 を 実 行 す る 安 定 化 制 御 実 行 手 段 と を 備 え
、 前 記 特 定 挙 動 判 定 手 段 が 、 前 記 車 両 の ス ピ ン 傾 向 を 誘 発 さ せ る 前 記 運 転 者 に よ る 特 定 操
作 が 行 わ れ た か 否 か を 判 定 す る 特 定 操 作 判 定 手 段 と 、 前 記 特 定 操 作 が 行 わ れ た と 判 定 さ れ
た 後 に 続 け て 前 記 車 両 に 前 記 ス ピ ン 傾 向 が 発 生 し た と 判 定 さ れ た と き 、 前 記 車 両 が 前 記 ス
ピ ン 傾 向 に あ る と 判 定 す る ス ピ ン 傾 向 判 定 手 段 と を 備 え る 。

こ こ で 、
。 よ り 具 体 的

に は 、 前 記 特 定 挙 動 の 継 続 時 間 に 基 づ い て 得 ら れ る 前 記 ス ピ ン 傾 向 の 程 度 が 大 き い ほ ど 前
記 し き い 値 が 小 さ く さ れ る 。

で の （ 基 準 車 体 ス リ ッ プ 角 ）
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